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(57)【要約】
【課題】ユニット式建物の外壁部を好適に構築する。
【解決手段】建物の建物本体は、建物ユニットが複数組
み合わされることで構成されている。建物本体の外壁は
、建物本体の外壁は、桁面を形成する桁側壁部１６ａと
、妻面を形成する妻側壁部１６ｂとを有しており、桁側
壁部１６ａにおいては、建物ユニットの側面部である外
壁形成部４３の上側に複数の上側壁パネル４２が設けら
れている。複数の上側壁パネル４２には、外壁の出隅部
分を形成する出隅壁パネル４２ａと、ドッキングライン
ＤＬを跨ぐ位置に配置された跨ぎ壁パネル４２ｂと、出
隅壁パネル４２ａと跨ぎ壁パネル４２ｂとの間に配置さ
れた中間壁パネル４２ｃとが含まれている。中間壁パネ
ル４２ｃの幅寸法Ｗｃは、モジュール寸法Ｍの整数倍に
設定されており、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂは、
モジュール寸法Ｍの整数倍よりもモジュール寸法Ｍ×１
／２だけ小さい値に設定されている。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物ユニットが複数組み合わされることで構成されたユニット式建物に適用され、
　前記ユニット式建物の外壁部が前記建物ユニットのユニット側面部を含んで構成された
建物の外壁構造であって、
　前記外壁部は、前記ユニット側面部の上側において横並びに設けられた複数の外壁パネ
ルを有しており、
　複数の前記外壁パネルには、所定のモジュール寸法の整数倍の幅寸法を有しているモジ
ュール壁パネルと、前記モジュール寸法の整数倍とは異なる幅寸法を有している特寸壁パ
ネルとが含まれていることを特徴とする建物の外壁構造。
【請求項２】
　前記特寸壁パネルとして、横並びに隣り合う前記建物ユニットの間のユニット境界部を
跨ぐ跨ぎ壁パネルが設けられていることを特徴とする請求項１に記載の建物の外壁構造。
【請求項３】
　前記ユニット境界部においては、隣り合う前記ユニット側面部の間の縦目地が、前記特
寸壁パネルの中間位置から下方に向けて延びていることを特徴とする請求項２に記載の建
物の外壁構造。
【請求項４】
　前記跨ぎ壁パネルの幅寸法は、前記モジュール寸法の整数倍よりも該モジュール寸法の
１／２だけ小さい値であることを特徴とする請求項２又は３に記載の建物の外壁構造。
【請求項５】
　前記特寸壁パネルとして、前記外壁部の端部を形成する端部壁パネルが設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の建物の外壁構造。
【請求項６】
　前記端部壁パネルの幅寸法は、前記モジュール寸法の整数倍よりも該モジュール寸法の
１／４だけ小さい値であることを特徴とする請求項５に記載の建物の外壁構造。
【請求項７】
　前記端部壁パネルの幅寸法は、前記モジュール寸法よりも小さいことを特徴とする請求
項６に記載の建物の外壁構造。
【請求項８】
　前記特寸壁パネルは、互いの離間距離が前記モジュール寸法の整数倍になるように、前
記ユニット側面部の両側端部のそれぞれの上側に配置されており、これら特寸壁パネルの
間には、前記離間距離に応じた幅寸法を有する前記モジュール壁パネルが設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の建物の外壁構造。
【請求項９】
　前記外壁パネルは、
　前記外壁部の外壁面を形成する外壁面材と、
　上下方向に延びた状態で前記外壁部の幅方向に複数並べられ、前記外壁面材を支持して
いる縦下地材と、
を有しており、
　前記外壁部は、隣り合う前記縦下地材の間隔が前記モジュール寸法になっているモジュ
ール領域と、隣り合う前記縦下地材の間隔が前記モジュール寸法とは異なっている特寸領
域とを有しており、
　前記特寸領域は、前記モジュール壁パネル及び前記特寸壁パネルのうち前記特寸壁パネ
ルに含まれていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の建物の外壁構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の外壁構造に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物として、直方体状の建物ユニットが複数組み合わされることで構成された
ユニット式建物がある。建物ユニットは、工場にて製造された後に建築現場に運搬され、
その建築現場にて設置されることで建物を構成するものである。
【０００３】
　ユニット式建物においては、片流れ屋根など傾斜屋根を有していることに起因して、外
壁が建物ユニットよりも上方に突出していることがある。例えば、建物ユニットの側面部
の上側に外壁パネルが設けられていることで、外壁の突出部分が形成されていることがあ
る（特許文献１参照）。この構成では、建物ユニットと外壁パネルとが１対１で上下に並
べて配置されており、外壁の幅方向においては、建物ユニットと同じ数の外壁パネルが横
並びに配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３７１６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、建物ユニットと外壁パネルとが１対１で上下に並べて配置された構成で
は、外壁パネルが建物ユニットと同じ幅寸法を有しているため、建物ユニットごとに幅寸
法が異なっていれば、建物ユニットの幅寸法に合わせた専用の外壁パネルを建物ユニット
ごとに使用する必要が生じる。この場合、全ての外壁パネルを専用品にせざるを得ない可
能性があるなど、外壁部を構築する際の作業負担やコスト負担が増大することが懸念され
る。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ユニット式建物の外壁部を好適に構
築することを主たる目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて作用、効果等を示し
つつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応
する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるも
のではない。
【０００８】
　第１の発明の建物の外壁構造は、建物ユニット（建物ユニット２０）が複数組み合わさ
れることで構成されたユニット式建物に適用され、前記ユニット式建物の外壁部（桁側壁
部１６ａ）が前記建物ユニットのユニット側面部（外壁形成部４３）を含んで構成された
建物の外壁構造であって、前記外壁部は、前記ユニット側面部の上側において横並びに設
けられた複数の外壁パネル（上側壁パネル４２）を有しており、複数の前記外壁パネルに
は、所定のモジュール寸法の整数倍の幅寸法を有しているモジュール壁パネル（中間壁パ
ネル４２ｃ）と、前記モジュール寸法の整数倍とは異なる幅寸法を有している特寸壁パネ
ル（出隅壁パネル４２ａ、跨ぎ壁パネル４２ｂ）とが含まれていることを特徴とする。
【０００９】
　第１の発明によれば、外壁パネルとしてのモジュール壁パネルがユニット側面部の上側
に設けられた構成において、モジュール壁パネルの幅寸法がモジュール寸法の整数倍に設
定されているため、このモジュール壁パネルを、建物ユニットと同じ幅寸法を有する専用
品にしなくて済む。しかも、モジュール壁パネルに加えて特寸壁パネルも外壁部に含まれ
ているため、特寸壁パネルをモジュール寸法の整数倍とは異なる幅寸法を有する特殊品と
して使用することで、その外壁部の幅寸法がモジュール寸法の整数倍に制限されるという
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ことを回避できる。
【００１０】
　また、ユニット式建物においては、建物ユニットの幅寸法が変更されることで外壁部の
幅寸法が変更された場合、外壁パネルの幅寸法や設置数を変更する必要が生じる。この場
合、特殊品としての特寸壁パネルの幅寸法や設置数を変更しなくても、モジュール壁パネ
ルの幅寸法や設置数を変更することで、外壁部の幅寸法の変更に対応することが可能にな
っている。ここで、特寸壁パネルは、その幅寸法がモジュール寸法の整数倍ではないこと
で汎用性が低い特殊品になっているため、この特寸壁パネルの幅寸法や設置数を変更する
際の作業負担やコスト負担が大きいことが懸念される。これに対して、モジュール壁パネ
ルは、その幅寸法がモジュール寸法の整数倍であることで汎用性が高くなっているため、
モジュール壁パネルを製造する際の作業負担やコスト負担を低減できる。
【００１１】
　以上により、ユニット式建物の外壁部を好適に構築することができる。
【００１２】
　第２の発明では、第１の発明において、前記特寸壁パネルとして、横並びに隣り合う前
記建物ユニットの間のユニット境界部を跨ぐ跨ぎ壁パネル（跨ぎ壁パネル４２ｂ）が設け
られている。
【００１３】
　第２の発明によれば、外壁部の幅寸法が変更された場合でも、隣り合う建物ユニットの
境界部に対する跨ぎ壁パネルの相対位置を変更する必要がない。この場合、特寸壁パネル
としての跨ぎ壁パネルの位置を基準にすることで、モジュール壁パネルの設置位置を容易
に設定することができる。また、この場合、跨ぎ壁パネルを設置する領域と、モジュール
壁パネルを設置する領域との位置関係を変更する必要がないため、外壁部の幅寸法の変更
に合わせてモジュール壁パネルと跨ぎ壁パネルとの並び順を新たに設定するという手間を
省くことができる。
【００１４】
　第３の発明では、第２の発明において、前記ユニット境界部においては、隣り合う前記
ユニット側面部の間の縦目地（ユニット縦目地６１）が、前記特寸壁パネルの中間位置か
ら下方に向けて延びている。
【００１５】
　ユニット境界部において、隣り合うユニット側面部の間に形成された縦目地（以下、ユ
ニット縦目地という）と、隣り合う外壁パネルの間に形成された縦目地（以下、パネル縦
目地という）とが上下に並んでいる場合、これらユニット縦目地及びパネル縦目地が、ユ
ニット側面部と外壁パネルとの間に形成された横目地に対して十字状に交差することにな
る。この場合、ユニット縦目地の上端部に対する防水処理、及びパネル縦目地の下端部に
対する防水処理の両方を、十字状の交差部分にて行うことになり、これら防水処理の構成
が煩雑になることが懸念される。
【００１６】
　これに対して、第３の発明によれば、特寸壁パネルにより形成されるパネル縦目地が、
ユニット縦目地に対して左右にずれた位置に配置されているため、これら縦目地が横目地
に交差する部分が十字形状にならず、パネル縦目地の下端部に対する防水処理と、ユニッ
ト縦目地の上端部に対する防水処理とを別々の場所で行うことができる。これにより、外
壁部において縦目地に対する防水処理を容易に行うことができる。
【００１７】
　第４の発明では、第２又は第３の発明において、前記跨ぎ壁パネルの幅寸法は、前記モ
ジュール寸法の整数倍よりも該モジュール寸法の１／２だけ小さい値である。
【００１８】
　第４の発明によれば、跨ぎ壁パネルの幅寸法が、モジュール寸法の整数倍に対してモジ
ュール寸法×１／２だけ小さいという規則性を有しているため、跨ぎ壁パネルを製造する
場合に、モジュール壁パネルを製造するための設計や部材を流用しやすくなっている。こ
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のため、跨ぎ壁パネルを製造する際の作業負担やコスト負担を低減することができる。
【００１９】
　第５の発明では、第１乃至第４のいずれかの発明において、前記特寸壁パネルとして、
前記外壁部の端部を形成する端部壁パネル（出隅壁パネル４２ａ）が設けられている。
【００２０】
　第５の発明によれば、外壁部の幅寸法が変更された場合でも、外壁の出隅部分や入隅部
分（外壁部の端部）に対する端部壁パネルの相対位置を変更する必要がない。この場合、
特寸壁パネルとしての端部壁パネルの位置を基準にすることで、モジュール壁パネルの設
置位置を容易に設定することができる。また、端部壁パネルを設置する領域と、モジュー
ル壁パネルを設置する領域との位置関係を変更する必要がないため、外壁部の幅寸法の変
更に合わせてモジュール壁パネルと端部壁パネルとの並び順を新たに設定するという手間
を省くことができる。
【００２１】
　第６の発明では、第５の発明において、前記端部壁パネルの幅寸法は、前記モジュール
寸法の整数倍よりも該モジュール寸法の１／４だけ小さい値である。
【００２２】
　第６の発明によれば、端部壁パネルの幅寸法が、モジュール寸法の整数倍に対してモジ
ュール寸法×１／４だけ小さいという規則性を有しているため、端部壁パネルを製造する
場合に、モジュール壁パネルを製造するための設計や部材を流用しやすくなっている。こ
のため、端部壁パネルを製造する際の作業負担やコスト負担を低減することができる。
【００２３】
　第７の発明では、第６の発明において、前記端部壁パネルの幅寸法は、前記モジュール
寸法よりも小さい。すなわち、端部壁パネルの幅寸法は、モジュール寸法の１倍よりも該
モジュール寸法の１／４だけ小さい値である。
【００２４】
　第７の発明によれば、端部壁パネルが小型化されているため、この端部壁パネルを製造
する際の作業負担やコスト負担を更に低減することができる。また、例えば、端部壁パネ
ルが、互いに交差する方向に延びた一対の壁パネル部を有していることで建物の出隅部分
を形成するものであったとしても、この端部壁パネルが大型化することを抑制できる。な
お、一対の壁パネル部を有する端部壁パネルについては、一方の壁パネル部の幅寸法をこ
の端部壁パネルの幅寸法としてみなすことになる。
【００２５】
　第８の発明では、第１乃至第７のいずれかの発明において、前記特寸壁パネルは、互い
の離間距離が前記モジュール寸法の整数倍になるように、前記ユニット側面部の両側端部
のそれぞれの上側に配置されており、これら特寸壁パネルの間には、前記離間距離に応じ
た幅寸法を有する前記モジュール壁パネルが設けられている。
【００２６】
　第８の発明によれば、建物ユニットにおいて隣り合う柱のそれぞれの上側に特寸壁パネ
ルが配置されているため、外壁部の幅寸法が変更された場合でも、建物ユニットの柱に対
する特寸壁パネルの相対位置を変更する必要がない。この場合、特寸壁パネルの位置を基
準にすることで、モジュール壁パネルの設置位置を容易に設定することができる。また、
この場合、特寸壁パネルを設置する領域と、モジュール壁パネルを設置する領域との位置
関係を変更する必要がないため、外壁部の幅寸法の変更に合わせてモジュール壁パネルと
特寸壁パネルとの並び順を新たに設定するという手間を省くことができる。
【００２７】
　第９の発明では、第１乃至第８のいずれかの発明において、前記外壁パネルは、前記外
壁部の外壁面を形成する外壁面材（外壁面材３２）と、上下方向に延びた状態で前記外壁
部の幅方向に複数並べられ、前記外壁面材を支持している縦下地材（縦下地材３４）と、
を有しており、前記外壁部は、隣り合う前記縦下地材の間隔が前記モジュール寸法になっ
ているモジュール領域（モジュール領域Ｓ１）と、隣り合う前記縦下地材の間隔が前記モ
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ジュール寸法とは異なっている特寸領域（特寸領域Ｓ２）とを有しており、前記特寸領域
は、前記モジュール壁パネル及び前記特寸壁パネルのうち前記特寸壁パネルに含まれてい
る。
【００２８】
　第９の発明によれば、特寸領域が特寸壁パネルに含まれているため、モジュール壁パネ
ルにおいては縦下地材をモジュール寸法ごとに等間隔で配置することができる。このため
、モジュール壁パネルを製造する際の作業負担やコスト負担をより確実に低減できる。ま
た、特寸壁パネルが特寸領域に加えてモジュール領域を有していれば、特寸壁パネルを製
造する場合に、モジュール領域を構成するための設計や部材をモジュール壁パネルと共有
させることができるため、特寸壁パネルを製造する際の作業負担やコスト負担をより確実
に低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】建物の概略図
【図２】建物ユニットの構成を示す斜視図
【図３】桁側壁部の構成を示す図
【図４】二階部分の壁パネルの配置を示す斜視図
【図５】桁側壁部周辺の概略平面図
【図６】上側壁パネルの正面図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明を具体化した一実施形態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態
では、本発明の外壁構造を、鉄骨ラーメン構造を有する二階建てユニット式建物において
具体化している。まず、ユニット式建物について、図１、図２を参照しつつ説明する。図
１は建物１０の概略図、図２は建物ユニット２０の構成を示す斜視図である。
【００３１】
　図１に示すように、住宅等の建物１０は、基礎１１の上に設けられた建物本体１２と、
建物本体１２の上に設けられた屋根１３とを有している。建物本体１２は、一階部分１４
及び二階部分１５を有しており、一階部分１４が下階部に相当し、二階部分１５が上階部
に相当する。
【００３２】
　屋根１３は、片流れ屋根とされており、その全体が傾斜屋根になっている。建物本体１
２は、平面視で長方形状になっており、屋根１３の棟は、建物本体１２の長手方向に延び
ている。
【００３３】
　建物本体１２の外壁１６は、棟に沿って延びた桁側壁部１６ａと、屋根１３の傾斜方向
に延びた妻側壁部１６ｂとを有している。建物本体１２においては、桁側壁部１６ａと妻
側壁部１６ｂとが接続されていることで出隅部分が形成されており、これら壁部１６ａ，
１６ｂはいずれも屋根１３から下方に向けて延びている。桁側壁部１６ａは、屋根１３の
棟側に配置された外壁部であり、その上端部は、屋根１３の棟に沿って水平方向に延びて
いる。妻側壁部１６ｂは、桁側壁部１６ａの一側方に配置された外壁部であり、その上端
部は、屋根１３の傾斜に沿って棟から軒先に向けて斜め下方に延びている。
【００３４】
　建物本体１２は、直方体状の建物ユニット２０が複数組み合わされることで構築されて
おり、一階部分１４及び二階部分１５は、いずれも複数の建物ユニット２０を有している
。各建物ユニット２０は、それぞれの長辺部が棟に沿って延びる向きで、建物本体１２の
長手方向及び短手方向のそれぞれにおいて複数ずつ横並びに配置されている。建物ユニッ
ト２０は、ユニット製造工場等の工場にて製造され、その後、トラック等により建築現場
に運搬される。
【００３５】
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　図２に示すように、建物ユニット２０は、四隅に配置された柱２１と、柱２１の上端部
（上仕口）に連結された天井大梁２２と、柱２１の下端部（下仕口）に連結された床大梁
２３とを有しており、これら柱２１、天井大梁２２、床大梁２３により直方体状の骨格（
ユニット躯体）が形成されている。柱２１は四角筒状の角形鋼よりなる。また、天井大梁
２２及び床大梁２３は断面コ字状の溝形鋼よりなり、溝部開放側を互いに向き合わせるよ
うにユニット内側に向けて配置されている。
【００３６】
　建物ユニット２０において長辺部（桁面）に沿って延び且つ相対する天井大梁２２の間
には、所定間隔で複数の天井小梁２５が架け渡されている。同じく長辺部に沿って延び且
つ相対する床大梁２３の間には、所定間隔で複数の床小梁２６が架け渡されている。天井
小梁２５及び床小梁２６は、それぞれ同一の間隔で且つ短辺側（妻側）の天井大梁２２及
び床大梁２３と平行に延びている。天井小梁２５及び床小梁２６はそれぞれリップ溝形鋼
よりなる。天井小梁２５によって天井面材２８が支持され、床小梁２６によって床面材２
９が支持されている。
【００３７】
　建物ユニット２０においては、柱２１、天井大梁２２及び床大梁２３により形成された
骨格がユニット躯体３１とされており、このユニット躯体３１が建物躯体を構成している
。
【００３８】
　次に、外壁１６の構成について図３を参照しつつ説明する。図３は桁側壁部１６ａの構
成を示す図であり、（ａ）に屋根１３周辺における桁側壁部１６ａの縦断面図を示し、（
ｂ）に縦下地材３４周辺における桁側壁部１６ａの正面図を示す。なお、図３（ｂ）にお
いては、桁側壁部１６ａを屋内側から見た図を示している。
【００３９】
　図３（ａ）に示すように、桁側壁部１６ａは、外壁面を形成する外壁面材３２と、外壁
面材３２を支持している外壁下地３３とを有している。なお、外壁１６においては、妻側
壁部１６ｂも外壁面材３２及び外壁下地３３を有している。
【００４０】
　外壁面材３２は、サイディングボード等の外装材により形成されており、外壁下地３３
に対して屋外側からビス等により取り付けられている。外壁下地３３は、上下方向に延び
ているスタッド等の縦下地材３４と、壁幅方向に延びているランナ等の横下地材３５，３
６とを有している。横下地材３５，３６のうち、上側横下地材３５は、縦下地材３４の上
端部に接続されており、下側横下地材３６は、縦下地材３４の下端部に接続されている。
横下地材３５，３６は、いずれも軽量形鋼により形成されている。
【００４１】
　図３（ｂ）に示すように、縦下地材３４は、互いに連結された一対の縦材３４ａを有し
ている。一対の縦材３４ａは、いずれも断面コ字状の軽量溝形鋼により形成されており、
互いに溝部を反対側に向けてそれぞれのウェブが重ねられた状態でボルト等により固定さ
れている。
【００４２】
　外壁１６においては、外壁面材３２及び外壁下地３３がユニット化されることで壁パネ
ル４１，４２が形成されており、これら壁パネル４１，４２が建物本体１２の外周面に沿
って複数ずつ並べられている。各壁パネル４１，４２においては、外壁下地３３が、少な
くとも１つの縦下地材３４と、上下一対の横下地材３５，３６とを有しており、これら縦
下地材３４及び横下地材３５，３６に対して少なくとも１つの外壁面材３２が取り付けら
れている。
【００４３】
　外壁１６での壁パネル４１，４２の配置について、図１～図６を参照しつつ説明する。
図４は、二階部分１５の壁パネル４１，４２の配置を示す斜視図、図５は、桁側壁部１６
ａ周辺の概略平面図、図６は上側壁パネル４２の正面図である。なお、図６においては、
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（ａ）に中間壁パネル４２ｃを示し、（ｂ）に跨ぎ壁パネル４２ｂを示す。
【００４４】
　図２に示すように、壁パネル４１，４２のうちユニット壁パネル４１は、ユニット躯体
３１に取り付けられていることで建物ユニット２０に含まれている。ユニット壁パネル４
１は、ユニット躯体３１の外側に配置されており、建物ユニット２０の各側面部のうち、
ユニット壁パネル４１を含んで構成された側面部は、外壁１６を形成する外壁形成部４３
になっている（図３（ａ）参照）。ユニット壁パネル４１は、上側横下地材３５が天井大
梁２２に固定され、下側横下地材３６が床大梁２３に固定されていることで、これら天井
大梁２２と床大梁２３とに掛け渡された状態になっている。なお、外壁形成部４３がユニ
ット側面部に相当する。
【００４５】
　ユニット壁パネル４１は、工場においてユニット躯体３１に取り付けられることで、そ
のユニット躯体３１と共に建物ユニット２０を構成しており、ユニット躯体３１に一体化
された状態で工場から建築現場に運搬されたものである。この場合、ユニット壁パネル４
１を、建築現場において建物ユニット２０が設置されるよりも前にユニット躯体３１に取
り付けられた先付け壁パネルと称することもできる。
【００４６】
　なお、図２に示す建物ユニット２０は、建物本体１２の出隅部分を形成するものであり
、長辺部及び短辺部のそれぞれに対してユニット壁パネル４１が１つずつ設けられている
。ちなみに、ユニット壁パネル４１は、建物ユニット２０の長辺部や短辺部において、横
並びに複数配置されていてもよい。
【００４７】
　また、建物本体１２においては、一階部分１４の建物ユニット２０と二階部分１５の建
物ユニット２０とが上下に重ねられていることで、これら建物ユニット２０の各ユニット
壁パネル４１が上下に並べられている。
【００４８】
　図４に示すように、壁パネル４１，４２のうち上側壁パネル４２は、二階部分１５にお
いてユニット壁パネル４１の上方に配置されている。二階部分１５においては、外壁１６
がユニット躯体３１よりも上方に延びていることで屋根１３に到達しており（図３（ａ）
参照）、その延出部分が上側壁パネル４２を含んで構成されている。なお、上側壁パネル
４２が外壁パネルに相当する。
【００４９】
　建物ユニット２０について、２つの建物ユニット２０を上下に積み重ねた場合にこれら
建物ユニット２０の境界線になる仮想線をスタッキングラインＳＬと称すれば、このスタ
ッキングラインＳＬは、建物ユニット２０の上端側及び下端側の両方に設定することがで
き、ユニット壁パネル４１は、これらスタッキングラインＳＬから上下にはみ出さない位
置に配置されている。
【００５０】
　二階部分１５においては、上側壁パネル４２とユニット壁パネル４１とがスタッキング
ラインＳＬを挟んで上下に並べられている。この場合、上側壁パネル４２とユニット壁パ
ネル４１との間には、スタッキングラインＳＬに沿って壁幅方向に延びた二階横目地４５
が形成されている。なお、外壁１６は、二階横目地４５を屋外側から覆い隠す二階胴差４
６を有している（図１参照）。二階胴差４６は、二階横目地４５を上下に跨いだ状態で上
側壁パネル４２とユニット壁パネル４１とに掛け渡されており、この二階横目地４５に沿
って壁幅方向に延びている。
【００５１】
　上側壁パネル４２は、工場で製造され、建築現場に運搬された後、既に建築現場にて設
置された建物ユニット２０のユニット躯体３１に対して取り付けられたものである。この
場合、上側壁パネル４２を、建築現場において建物ユニット２０のユニット壁パネル４１
よりも後からユニット躯体３１に取り付けられた後付け壁パネルを称することもできる。
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【００５２】
　図３（ａ）に示すように、上側壁パネル４２は、二階部分１５のユニット躯体３１及び
屋根１３に対して固定されている。屋根１３は、棟に沿って延びている棟木５１と、棟木
５１から軒先に向けて斜め下方に延びている垂木５２と、垂木５２の上に設けられた屋根
下地としての野地板５３とを有しており、野地板５３の上に瓦等の屋根葺き材が設けられ
ている。なお、屋根１３は、二階部分１５の建物ユニット２０から上方に向けて延びた束
材により支持されている。束材は、建物ユニット２０の天井大梁２２の上に立設されてお
り、その上端部が垂木５２の下面部に固定されている。
【００５３】
　上側壁パネル４２においては、外壁下地３３が棟木５１と二階部分１５の天井大梁２２
とに掛け渡された状態になっている。外壁下地３３においては、上側横下地材３５がボル
ト等により棟木５１に固定され、下側横下地材３６が固定ブラケット５５を介して天井大
梁２２の上側フランジに固定されている。固定ブラケット５５は、壁幅方向に沿って所定
間隔で複数設けられており、天井大梁２２及び下側横下地材３６のいずれに対してもボル
ト等により固定されている。なお、固定ブラケット５５が固定部材に相当する。
【００５４】
　図４の説明に戻り、横並びに隣り合う建物ユニット２０の境界線をドッキングラインＤ
Ｌと称すれば、ユニット壁パネル４１は、ドッキングラインＤＬから側方にはみ出さない
位置に配置されている。二階部分１５において、横並びに隣り合う建物ユニット２０の境
界部（ユニット境界部）には、これら建物ユニット２０の各外壁形成部４３（各ユニット
壁パネル４１）の間にユニット縦目地６１が形成されており、このユニット縦目地６１は
、二階横目地４５からドッキングラインＤＬに沿って下方に向けて延びている。
【００５５】
　上側壁パネル４２は、スタッキングラインＳＬに沿って横並びに複数配置されている。
これら上側壁パネル４２には、建物本体１２の出隅部分に配置された出隅壁パネル４２ａ
が含まれている。出隅壁パネル４２ａは、互いに直交する方向に延びた一対の壁パネル部
を有しており、これら壁パネルがいずれも外壁面材３２及び外壁下地３３を含んで構成さ
れている。例えば、桁側壁部１６ａと妻側壁部１６ｂとの接続部分に配置された出隅壁パ
ネル４２ａにおいては、一対の壁パネル部のうち一方が桁側壁部１６ａに含まれ、他方が
妻側壁部１６ｂに含まれている。
【００５６】
　複数の上側壁パネル４２のうち、桁側壁部１６ａに含まれたものは、桁側壁部１６ａの
上端部が水平方向に延びていることに起因して長方形状に形成されており、妻側壁部１６
ｂに含まれたものは、妻側壁部１６ｂの上端部が傾斜していることに起因して台形状又は
三角形状に形成されている。ちなみに、出隅壁パネル４２ａにおいては、一対の壁パネル
部のうち、桁側壁部１６ａに含まれた方の壁パネル部は長方形状に形成されている一方で
、妻側壁部１６ｂに含まれた方の壁パネル部は台形状に形成されている。
【００５７】
　桁側壁部１６ａ及び妻側壁部１６ｂのいずれにおいても、隣り合う上側壁パネル４２の
間には、二階横目地４５から上方に向けて延びた上側縦目地６２が形成されており、各上
側壁パネル４２は、上側縦目地６２とユニット縦目地６１とが上下に並ばないように配置
されている。
【００５８】
　ユニット縦目地６１及び上側縦目地６２には、ガスケットやシーリング材等の防水部材
が設けられている。特に、上側縦目地６２においては、隣り合う上側壁パネル４２の各外
壁面材３２の間に防水部材が押し込まれており、この防水部材を屋内側から覆う防水シー
ト６４（図３（ａ）参照）が、各外壁面材３２の屋内側面に掛け渡された状態で設けられ
ている。この防水シート６４は、二階横目地４５に沿って壁幅方向に延びており、上側壁
パネル４２については、外壁面材３２の屋内側面に重ねられている一方で、ユニット壁パ
ネル４１については、外壁面材３２の屋外側面に重ねられている。
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【００５９】
　防水シート６４においては、屋内側に向けて上側縦目地６２内に入り込んだ状態になっ
ていることに起因して、上側縦目地６２の下端部から下方に延びた延出部分に折れ目や撓
みが生じやすくなっており、その折り目や撓みを通じて防水シート６４の屋内側に雨水等
の水が浸入することが懸念される。ここで、ユニット縦目地６１と上側縦目地６２とが上
下に並んでいると、上側縦目地６２の下方位置において、防水シート６４の延出部分をユ
ニット縦目地６１内の防水部材に貼り付けることになるが、この防水部材の屋外側面がユ
ニット壁パネル４１の外壁面と面一になっていないことなどに起因して、防水シート６４
の延出部分とユニット縦目地６１内の防水部材との間に隙間が生じやすくなっている。こ
のため、防水シート６４がユニット縦目地６１内の防水部材に重ねられた部分においては
、防水シート６４の屋外側に水が浸入する懸念が更に高くなってしまう。
【００６０】
　これに対して、本実施形態では、ユニット縦目地６１と上側縦目地６２とが左右にずれ
た位置に配置されているため、上側縦目地６２の下方位置において、防水シート６４の延
出部分をユニット壁パネル４１の外壁面材３２の屋外面に重ねることができる。このため
、防水シート６４において、上側縦目地６２の下端部から下方に延びた延出部分に折れ目
や撓みが生じていたとしても、その延出部分がユニット壁パネル４１の外壁面に対して適
正に貼り付けられることで、その折れ目や撓みを通じて水が防水シート６４の屋内側に浸
入することを抑制できる。
【００６１】
　桁側壁部１６ａにおいては、複数の上側壁パネル４２に、ユニット縦目地６１（ドッキ
ングラインＤＬ）を左右に跨いだ跨ぎ壁パネル４２ｂと、ドッキングラインＤＬを跨がな
い位置に配置された中間壁パネル４２ｃとが含まれている。桁側壁部１６ａにおいては、
その両側端部に配置された出隅壁パネル４２ａの間に跨ぎ壁パネル４２ｂが配置されてお
り、中間壁パネル４２ｃは、出隅壁パネル４２ａと跨ぎ壁パネル４２ｂとの間に配置され
ている。また、ドッキングラインＤＬは、跨ぎ壁パネル４２ｂの中心を通っている。
【００６２】
　出隅壁パネル４２ａ、跨ぎ壁パネル４２ｂ及び中間壁パネル４２ｃについては、それぞ
れの幅寸法が所定のモジュール寸法Ｍ（例えば５００ｍｍ）を基準に設定されている。出
隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗａ、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂ及び中間壁パネル４２
ｃの幅寸法Ｗｃは、
　Ｗａ＝Ｍ×ｐ－Ｍ×１／４…（１）
　Ｗｂ＝Ｍ×ｑ－Ｍ×１／２…（２）
　Ｗｃ＝Ｍ×ｒ…（３）
という式にて算出された値に設定されている。なお、ｐ，ｑ，ｒは正の整数である。また
、モジュール寸法Ｍを基準寸法と称することもできる。
【００６３】
　（３）式によれば、中間壁パネル４２ｃの幅寸法Ｗｃはモジュール寸法Ｍの正の整数倍
（自然数倍）であり、中間壁パネル４２ｃはモジュール壁パネルに相当する。また、（１
）式によれば、出隅壁パネル４２ａは、モジュール寸法Ｍの正の整数倍よりもモジュール
寸法Ｍの１／４だけ小さい値になっており、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂは、モジュ
ール寸法Ｍの正の整数倍よりもモジュール寸法Ｍの１／２だけ小さい値になっている。こ
の場合、出隅壁パネル４２ａ及び跨ぎ壁パネル４２ｂが特寸壁パネルに相当する。また、
出隅壁パネル４２ａは、桁側壁部１６ａの側端部に配置された端部壁パネルに相当する。
【００６４】
　出隅壁パネル４２ａと跨ぎ壁パネル４２ｂとの間には、少なくとも１つの中間壁パネル
４２ｃが配置されている。このことからして、出隅壁パネル４２ａと跨ぎ壁パネル４２ｂ
との離間距離は、中間壁パネル４２ｃの幅寸法Ｗｃを正の整数倍した値、つまりモジュー
ル寸法Ｍを正の整数倍した値になっている。
【００６５】
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　また、桁側壁部１６ａにおいては、建物ユニット２０の外壁形成部４３の幅寸法Ｗｄも
モジュール寸法Ｍを基準に設定されている。この幅寸法Ｗｄは、
　Ｗｄ＝Ｍ×ｓ－Ｍ×１／４…（４）
という式にて算出された値に設定されている。なお、ｓは正の整数である。
【００６６】
　本実施形態の桁側壁部１６ａにおいては、出隅壁パネル４２ａ及び跨ぎ壁パネル４２ｂ
の幅寸法Ｗａ，Ｗｂが、外壁形成部４３の幅寸法Ｗｄに関係なく設定されている。例えば
、出隅壁パネル４２ａについては、（１）式のｐが１になっていることで、Ｗａ＝３７５
ｍｍに設定されている。また、跨ぎ壁パネル４２ｂについては、（２）式のｑが４になっ
ていることで、Ｗｂ＝１７５０ｍｍに設定されている。
【００６７】
　ちなみに、出隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗａは、モジュール寸法Ｍよりも小さい値に設
定されている。つまり、上記のように、（１）式のｐが１になっている。このため、出隅
壁パネル４２ａが、互いに直交する一対の壁パネル部を有していても、大型化することを
抑制できる。これにより、運搬作業や建物躯体への取付作業に際して作業負担を低減でき
る。なお、出隅壁パネル４２ａにおいては、妻側壁部１６ｂに含まれている部分の幅寸法
が、幅寸法Ｗａよりも小さい値（例えば２５０ｍｍ）に設定されている。
【００６８】
　中間壁パネル４２ｃの設置数や幅寸法は、外壁形成部４３の幅寸法Ｗｂに応じて設定さ
れている。例えば、図４に示すように、２つの外壁形成部４３Ａ，４３Ｂが横並びに配置
され、外壁形成部４３Ａの幅寸法Ｗｄ１が外壁形成部４３Ｂの幅寸法Ｗｄ２より大きい場
合、外壁形成部４３Ａの上側と外壁形成部４３Ｂの上側とで中間壁パネル４２ｃの設置数
が異なっている。外壁形成部４３Ａ，４３Ｂについては、（４）式のｓがそれぞれ１０，
７になっていることで、Ｗｄ１＝４７５０ｍｍ、Ｗｄ２＝３２５０ｍｍに設定されている
。
【００６９】
　外壁形成部４３Ａの上側に２つの中間壁パネル４２ｃが配置されており、外壁形成部４
３Ｂの上側には１つの中間壁パネル４２ｃが配置されている。外壁形成部４３Ｂの上側の
中間壁パネル４２ｃが幅寸法Ｗｃ１を有しており、これと同じ幅寸法Ｗｃ１を外壁形成部
４３Ａの上側の２つの中間壁パネル４２ｃのうち一方が有し、他方が幅寸法Ｗｃ２を有し
ている。幅寸法Ｗｃ１については、（３）式のｒが４になっていることで、Ｗｃ１＝２０
００ｍｍに設定されている。また、幅寸法Ｗｃ２については、（３）式のｒが３になって
いることで、Ｗｃ２＝１５００ｍｍに設定されている。
【００７０】
　ちなみに、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂ及び中間壁パネル４２ｃの幅寸法Ｗｃは、
建物ユニット２０の短辺部の幅寸法Ｗｅ（例えば２５００ｍｍ）よりも小さい値に設定さ
れている。ここで、上側壁パネル４２は、建物ユニット２０と共にトラックに積載されて
運搬されることや、桁側壁部１６ａの高さ寸法によっては上側壁パネル４２の高さ寸法が
トラックの幅方向について道路交通法の輸送制限を超えることが想定される。そこで、跨
ぎ壁パネル４２ｂ及び中間壁パネル４２ｃについては、その幅寸法Ｗｂ，Ｗｃをトラック
の幅方向について輸送制限を超えない値に設定しておくことで、トラックにて適正に運搬
することができる。
【００７１】
　図５に示すように、桁側壁部１６ａにおいては、平面視で中間壁パネル４２ｃが建物ユ
ニット２０の各柱２１に前後に重ならない位置に配置されている。ここで、柱２１の幅寸
法はモジュール寸法Ｍ×１／４よりも小さい値（例えば１２５ｍｍ）とされており、平面
視で出隅壁パネル４２ａの背面側に配置された柱２１が、その出隅壁パネル４２ａから側
方にはみ出さない位置に配置されている。また、平面視で跨ぎ壁パネル４２ｂの背面側に
配置された柱２１は、その跨ぎ壁パネル４２ｂの中央付近に配置され且つ跨ぎ壁パネル４
２ｂの幅寸法Ｗｂがモジュール寸法Ｍより大きいことで、跨ぎ壁パネル４２ｂから側方に
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はみ出さない状態になっている。
【００７２】
　各上側壁パネル４２は、外壁面材３２及び外壁下地３３をそれぞれ有しており、隣り合
う上側壁パネル４２は、それぞれの外壁下地３３が連結されることで互いに固定されてい
る。例えば、跨ぎ壁パネル４２ｂ及び中間壁パネル４２ｃにおいては、図６（ａ），（ｂ
）に示すように、上下一対の横下地材３５，３６と、これら横下地材３５，３６の端部同
士を連結している左右一対の縦材３４ａとにより、矩形枠上の枠体３３ａが形成されてい
る。枠体３３ａにおいては、左右一対の縦材３４ａが縦枠部を形成し、上側横下地材３５
が上枠部を形成し、下側横下地材３６が下枠部を形成しており、枠体３３ａの幅寸法が壁
パネル４２ｂ，４２ｃの幅寸法Ｗｂ，Ｗｃと同じになっている。
【００７３】
　隣り合う上側壁パネル４２については、それぞれの枠体３３ａの縦材３４ａが、左右に
重ねられた状態でボルト等により互いに連結されている。この場合、隣り合う上側壁パネ
ル４２の各縦材３４ａは、互いに連結された状態で１つの縦下地材３４を形成している。
これら縦材３４ａは、それぞれのウェブの外側面を互いに重ね合わせた状態で、それらウ
ェブを貫通したボルト部材により連結されている。
【００７４】
　また、隣り合う上側壁パネル４２の各枠体３３ａは、金属板等の連結部材６５によって
も連結されている。連結部材６５は、枠体３３ａの上部及び下部のそれぞれに設けられて
おり、上部に設けられた連結部材６５は、各枠体３３ａの上側横下地材３５に掛け渡され
、下部に設けられた連結部材６５は、各枠体３３ａの下側横下地材３６に掛け渡されてい
る。
【００７５】
　壁パネル４２ｂ，４２ｃは、枠体３３ａの内側に配置された縦下地材３４を有している
。この縦下地材３４は、左右一対の縦材３４ａの間に設けられ、上下一対の横下地材３５
，３６を連結している。左右一対の縦材３４ａにより形成される縦下地材３４を含めて、
縦下地材３４の設置間隔はモジュール寸法Ｍを基準に設定されている。
【００７６】
　例えば、中間壁パネル４２ｃにおいては、図６（ａ）に示すように、縦下地材３４の設
置間隔がモジュール寸法Ｍになるように等間隔で配置されている。この場合、縦下地材３
４の設置間隔がモジュール寸法Ｍになっている領域をモジュール領域Ｓ１とすれば、中間
壁パネル４２ｃの幅寸法Ｗｃを算出する（３）式のｒと同じ数のモジュール領域Ｓ１が、
横並びに配置されていることになる。この場合、モジュール領域Ｓ１の数を変更すれば中
間壁パネル４２ｃの幅寸法Ｗｃが増減するため、この中間壁パネル４２ｃを、製造する際
の作業負担やコスト負担の小さい汎用品として使用可能になっている。
【００７７】
　また、跨ぎ壁パネル４２ｂにおいては、図６（ｂ）に示すように、モジュール領域Ｓ１
に加えて、縦下地材３４の設置間隔がモジュール寸法Ｍよりも小さくされた特寸領域Ｓ２
が配置されている。特寸領域Ｓ２の幅寸法（縦下地材３４の設置間隔）は、モジュール寸
法Ｍの１／２になっており、特寸領域Ｓ２は、隣り合うモジュール領域Ｓ１の間に配置さ
れている。跨ぎ壁パネル４２ｂに配置されたモジュール領域Ｓ１及び特寸領域Ｓ２の総数
が、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂを算出する（２）式のｑと同じ数になっている。な
お、特寸領域Ｓ２の幅寸法は、モジュール領域Ｓ１よりも所定値（モジュール寸法Ｍの１
／２）だけ小さい値になっている。この場合、跨ぎ壁パネル４２ｂは、特寸領域Ｓ２を有
していることで特殊品として使用可能なものになっている。
【００７８】
　上側壁パネル４２においては、複数の固定ブラケット５５が下側横下地材３６に沿って
横並びに配置されている。これら固定ブラケット５５は、基本的に、縦下地材３４に上下
に並ばない位置に配置され、且つ設置間隔がモジュール寸法Ｍになるように等間隔で配置
されている。
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【００７９】
　例えば、中間壁パネル４２ｃにおいては、図６（ａ）に示すように、全ての固定ブラケ
ット５５の設置間隔がモジュール寸法Ｍとされている。また、固定ブラケット５５は、隣
り合う縦下地材３４の中央位置に配置されており、これら縦下地材３４までの離間距離が
モジュール寸法Ｍの１／２になっている。ここで、２つの中間壁パネル４２ｃが隣り合わ
せに配置されている場合、これら中間壁パネル４２ｃの境界部を挟んで隣り合う固定ブラ
ケット５５についても、その離間距離がモジュール寸法Ｍの１／２になる。
【００８０】
　一方、跨ぎ壁パネル４２ｂにおいては、図６（ｂ）に示すように、固定ブラケット５５
の設置間隔がモジュール寸法Ｍにはなっていない。複数の固定ブラケット５５のうち、ド
ッキングラインＤＬを挟んで隣り合う固定ブラケット５５は、互いの離間距離がモジュー
ル寸法Ｍ×１．５になる位置に配置されている。この離間距離は、隣り合う柱２１の幅寸
法の合計よりも大きい値にされており、固定ブラケット５５を柱２１の上端部に対して固
定せずに済む。ここで、隣り合う建物ユニット２０は、互いの柱２１にドッキングプレー
トが掛け渡されていることで連結されており、そのドッキングプレートは、各柱２１の上
端面に上から重ねられている。このように、柱２１の上端部にはドッキングプレートが固
定されているため、固定ブラケット５５を柱２１の上端部に適正に固定することが困難に
なっている。
【００８１】
　また、跨ぎ壁パネル４２ｂにおいては、複数の固定ブラケット５５のうち枠体３３ａの
縦枠部（縦材３４ａ）の隣に配置された固定ブラケット５５と、その縦枠部との離間距離
が、モジュール寸法Ｍの１／２にされている。このため、中間壁パネル４２ｃと跨ぎ壁パ
ネル４２ｂとが隣り合っている場合に、これら壁パネル４２ｃ，４２ｂの境界部を挟んで
隣り合う固定ブラケット５５の離間距離はモジュール寸法Ｍになっている。この場合、ド
ッキングラインＤＬを挟んで隣り合う固定ブラケット５５を除けば、桁側壁部１６ａにお
いては、固定ブラケット５５がモジュール寸法Ｍを設置間隔として配置されていることに
なる。
【００８２】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００８３】
　汎用品として使用可能な中間壁パネル４２ｃに加えて、特殊品として使用可能な出隅壁
パネル４２ａや跨ぎ壁パネル４２ｂが桁側壁部１６ａに含まれているため、桁側壁部１６
ａの幅寸法がモジュール寸法Ｍの整数倍に制限されるということを回避できる。また、建
物ユニット２０の幅寸法が変更されることで桁側壁部１６ａの幅寸法が変更された場合に
は、出隅壁パネル４２ａや跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法や設置数を変更しなくても、中間
壁パネル４２ｃの幅寸法や設置数を変更することで、桁側壁部１６ａの幅寸法の変更に対
応することができる。しかも、中間壁パネル４２ｃについては、汎用品として使用可能な
ことからして製造する際の作業負担やコスト負担を低減することができる。
【００８４】
　中間壁パネル４２ｃではなく跨ぎ壁パネル４２ｂがドッキングラインＤＬを跨ぐ位置に
配置されているため、桁側壁部１６ａの幅寸法を変更する場合でも、ドッキングラインＤ
Ｌに対する跨ぎ壁パネル４２ｂの相対位置を変更する必要がない。このため、跨ぎ壁パネ
ル４２ｂの位置を基準にすることで、中間壁パネル４２ｃの設置位置を容易に設定するこ
とができる。
【００８５】
　また、中間壁パネル４２ｃではなく出隅壁パネル４２ａが桁側壁部１６ａの端部に配置
されているため、桁側壁部１６ａの幅寸法を変更する場合でも、桁側壁部１６ａの端部に
対する出隅壁の相対位置を変更する必要がない。このため、出隅壁パネル４２ａの位置を
基準にすることで、中間壁パネル４２ｃの設置位置を容易に設定することができる。
【００８６】
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　さらに、桁側壁部１６ａの幅寸法を変更する場合、跨ぎ壁パネル４２ｂと出隅壁パネル
４２ａとの間の領域が中間壁パネル４２ｃの設置領域であるということに変わりがないた
め、出隅壁パネル４２ａや跨ぎ壁パネル４２ｂ、中間壁パネル４２ｃの並び順を新たに設
定するという手間を省くことができる。
【００８７】
　跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂが、モジュール寸法Ｍの整数倍に対してモジュール寸
法Ｍ×１／２だけ小さいという規則性を有しているため、跨ぎ壁パネル４２ｂを製造する
場合に、中間壁パネル４２ｃを製造するための設計や部材を流用しやすくなっている。こ
のため、跨ぎ壁パネル４２ｂを製造する際の作業負担やコスト負担を低減することができ
る。
【００８８】
　出隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗｃが、モジュール寸法Ｍの整数倍に対してモジュール寸
法Ｍ×１／４だけ小さいという規則性を有しているため、出隅壁パネル４２ａを製造する
場合に、中間壁パネル４２ｃを製造するための設計や部材を流用しやすくなっている。こ
のため、出隅壁パネル４２ａを製造する際の作業負担やコスト負担を低減することができ
る。
【００８９】
　出隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗｃがモジュール寸法Ｍよりも小さいため、出隅壁パネル
４２ａを小型化することができる。この場合、出隅壁パネル４２ａが一対の壁パネル部を
有していても、その出隅壁パネル４２ａを工場から建築現場に運搬する際や、建築現場に
おいて建物躯体に取り付ける際の作業負担を低減できる。
【００９０】
　［他の実施形態］
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
【００９１】
　（１）特寸壁パネルとしての跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂは、モジュール寸法Ｍの
正の整数倍よりも所定値だけ小さければ、その所定値はモジュール寸法Ｍ×１／２でなく
てもよい。例えば、モジュール寸法Ｍの正の整数倍よりもモジュール寸法Ｍ×１／４だけ
小さい値とされていてもよい。また、跨ぎ壁パネル４２ｂの幅寸法Ｗｂは、モジュール寸
法Ｍ以下の値とされていてもよい。
【００９２】
　（２）特寸壁パネルとしての出隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗａは、モジュール寸法Ｍの
正の整数倍よりも所定値だけ小さければ、その所定値はモジュール寸法Ｍ×１／４でなく
てもよい。例えば、モジュール寸法Ｍの正の整数倍よりもモジュール寸法Ｍ×１／８だけ
小さい値とされていてもよい。また、出隅壁パネル４２ａの幅寸法Ｗａは、モジュール寸
法Ｍ以上の値とされていてもよい。
【００９３】
　（３）跨ぎ壁パネル４２ｂは、その中心線がドッキングラインＤＬに重なる位置に配置
されているのではなく、その中心線がドッキングラインＤＬから左右にずれた位置に配置
されていてもよい。
【００９４】
　（４）上記実施形態の桁側壁部１６ａでは、中間壁パネル４２ｃが出隅壁パネル４２ａ
と跨ぎ壁パネル４２ｂとの間に配置されていたが、中間壁パネル４２ｃは、隣り合う跨ぎ
壁パネル４２ｂの間に配置されていてもよい。
【００９５】
　（５）上記実施形態の桁側壁部１６ａでは、出隅壁パネル４２ａ及び跨ぎ壁パネル４２
ｂの両方が特寸壁パネルとされていたが、複数の上側壁パネル４２の少なくとも１つが特
寸壁パネルとされていればよい。この構成としては、例えば、出隅壁パネル４２ａ及び跨
ぎ壁パネル４２ｂのうち一方だけが特寸壁パネルとされた構成や、少なくとも１つの中間
壁パネル４２ｃが特寸壁パネルとされた構成が挙げられる。これらの構成であっても、建
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物ユニット２０の外壁形成部４３の幅寸法Ｗｄを、モジュール寸法Ｍの正の整数倍とは異
なる値に設定することができる。つまり、建物ユニット２０の大きさに関する自由度を高
めることができる。
【００９６】
　（６）上記実施形態では、特寸壁パネルとしての跨ぎ壁パネル４２ｂにおいて、隣り合
うモジュール領域Ｓ１の間に特寸領域Ｓ２が配置されていたが、特寸領域Ｓ２は、跨ぎ壁
パネル４２ｂの端部に配置されていてもよい。また、特寸領域Ｓ２は、１つの特寸壁パネ
ルに複数配置されていてもよい。
【００９７】
　（７）上記実施形態では、縦下地材３４や固定ブラケット５５が、基本的に設置間隔が
モジュール寸法Ｍになるように横並びに配置されていたが、それぞれの設置間隔は、モジ
ュール寸法Ｍになっていなくてもよい。例えば、モジュール寸法Ｍの０．５倍や１．５倍
、２倍などに設定されていてもよい。
【００９８】
　（８）上記実施形態では、跨ぎ壁パネル４２ｂにおいて、固定ブラケット５５が柱２１
に上下に並ばない位置に配置されていたが、固定ブラケット５５は、柱２１に上下に並ぶ
位置に配置されていてもよい。この場合でも、固定ブラケット５５を柱２１の上端部やド
ッキングプレートに固定することで、跨ぎ壁パネル４２ｂをユニット躯体３１に取り付け
ることはできる。
【００９９】
　（９）上記実施形態では、桁側壁部１６ａにおいて、中間壁パネル４２ｃがモジュール
壁パネルとされ、出隅壁パネル４２ａ及び跨ぎ壁パネル４２ｂが特寸壁パネルとされてい
たが、モジュール壁パネル及び特寸壁パネルは、妻側壁部１６ｂに配置されていてもよい
。
【０１００】
　（１０）上記実施形態では、端部壁パネルが出隅壁パネル４２ａとして外壁１６の出隅
部分を形成していたが、端部壁パネルは、入隅壁パネルとして外壁１６の入隅部分を形成
していてもよい。また、端部壁パネルは、互いに直交する一対の壁パネル部を有していな
くてもよい。例えば、端部壁パネルとしての出隅壁パネル４２ａが、桁側壁部１６ａに含
まれる方の壁パネル部を有している一方で、妻側壁部１６ｂに含まれる方の壁パネルを有
していない構成とする。
【０１０１】
　（１１）上記実施形態では、上側壁パネル４２が屋根１３から下方に延びた状態で配置
されていたが、上側壁パネル４２は、建物ユニット２０の外壁形成部４３に配置されてい
れば、バルコニーやベランダの手摺部などを形成していてもよい。例えば、建物ユニット
２０の上方にバルコニーが設けられ、桁側壁部１６ａが建物ユニット２０から上方に向け
て突出していることでバルコニーの手摺部を形成した構成とする。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０…建物、１６ａ…外壁部としての桁側壁部、２０…建物ユニット、３２…外壁面材
、３４…縦下地材、４１…ユニット壁パネル、４２…外壁パネルとしての上側壁パネル、
４２ａ…特寸壁パネル及び端部壁パネルとしての出隅壁パネル、４２ｂ…特寸壁パネルと
しての跨ぎ壁パネル、４２ｃ…モジュール壁パネルとしての中間壁パネル、４３…外壁形
成部、Ｓ１…モジュール領域、Ｓ２…特寸領域。



(16) JP 2016-69891 A 2016.5.9

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

